
福島の現状と在住子ども支援について

　子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク
　Fukushima Network for Saving Childrens from Ra

diation



学校の敷地内はおおむね除染されているものの、未だに通学路や生活環境は放射線の
高い状況。局所的に高いホットスポットやマイクロホットスポットが見られる。



阿武隈川の河川敷やサイクリングロードは高い放射線量を示す。こうした場所を部活動や
体育のランニングに使っている学校もある。保護者の中止申し入れは功を奏していない。



福島市渡利　学童教室前モニタリングポスト　
　距離比較　0ｍ=0.31μsv/h・5ｍ=0.575μsv/h・10ｍ=0.733μsv/h



福島市南矢野目　北中央公園

　
モニタリングポスト　距離比較

　

 0ｍ　0.201μsv/h
 5ｍ　0.412μsv/h
10ｍ　0.539μsv/h
他  0.727μsv/h



2011年3月～2月の外部被曝積算推定　　
福島市内の一般的な児童で約３ミリＳｖ/年



放射線を扱って仕事をしている労働者の年間被ばく平均は、多くが１ミリｓｖ以下



地面近くのホコリが舞い、セシウム付着。
背の低い子どもの呼吸は大丈夫？

屋外での活動時間が増えることにより外部被曝線量が上昇。
除染を終えているとされる校庭での体育や部活動は大丈夫？





全国平均の半分以下





子どもの健全な成長発達を支援する

地震と原発事故を受けた複合災害時における対応

→　子どもの権利の保障



全国の支援団体による保養プログラム　週末保養＋長期休暇保養



学期期間中の教育保養プログラム
クラス単位での『移動教室』

●担任が同行し、級友同士で行う安心感

●公平な参加の機会を保障する

●通常カリキュラム通りに学習

●空き教室利用！自然体験も！

●自立心や社会性を育てる機会

● 安全な食事・規則正しい生活で免疫力アップ

◆児童同士の交流～地域住民との交流

◆受け入れ側児童・教師にとっても学びの機会

　（防災意識・まちづくりや新しい公共の観点）

行政や社協、
民間保養団体

のご協力



◆　これからの展開　◆

①原発事故子ども被災者支援法　市民会議

　弁護士さんや支援団体さん、被災者さんと共に

　個別法の制定に向けて議論～法制化を実現！

②与党ＷＴや野党超党派議連との意見交換

　 復興予算を被災民へ！在住児童支援へ！

③３１１受け入れ全国協議会（2012.07.設立済み）

　 一時的な疎開や避難、保養を受け入れて下さっている全国の市
民活動団体との連携～協働

④３１１避難者全国協議会の設立へ　

　自主的避難の権利の確立～避難者自主組織のネット
ワーク化　（帰還の権利の保障）



◎　市　民　会　議　◎

　 １．支援対象地域・範囲を考える班

　　２．検診や医療について考える班

　　３．在住者支援について考える班

　　４．避難者支援について考える班

　　５．広報（情報発信）班

原発事故　子ども被災者支援法

日弁連やＪＣＮ（東日本大震災支援全国ネットワーク）  
     との連携　～　超党派国会議員連盟との意見交換



市民会議からの声

「支援対象地域（§８）」の設定は年間１mSVを基準に

基本方針，個別施策実施に当事者の声を

早期の予算確保で着実な支援を



求められる個別施策の充実

全体

居住

一部避難

避難
（帰還）

支援対象 個別施策（例示） 条文根拠 予算（想定）

医療費減免

子どもの生涯健康診断

学校給食の安全確保

自然体験活動等の保養

子どもの屋内運動等支援

家族の移動交通費支援

家族と離れた子ども支援

避難先住居の確保

避難交通費の支援

避難先での就労支援

避難先での学習支援

広域避難者支援の枠組
みづくり

§１３Ⅲ

§１３Ⅱ

§８ⅠⅢⅣ

§８Ⅰ

§８Ⅱ

§８Ⅰ・§９

§８Ⅰ・§９

§９

§８

§９

§９

§９

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

２６億円？

p 高速無料化の際に試算あるはず
p 新潟県は独自実施中

p 厚労省（環境省）に試算あるはず

p 厚労省（環境省）に試算あるはず

補足

p 福島県が一部先行実施

p 民間団体が豊富な受け入れ実施

p 郡山市内に大規模施設オープン

p 現在は災害救助法で手当て

p 現在は災害救助法で手当て

p 現在はほぼ対応なし

p 現在はほぼ対応なし

p JCNより具体的提案あり（次頁以降）

検討中
未定稿



2012.10.19.院内集会【参議院議員会館】
伊達市教育委員会・被災者・支援団体

移動教室と民間保養プログラムの拡充を目指して！



想定されるタイムスケジュールとToDo

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

外部
環境

概算要
求

年度末で
受け入れ支援
打ち切りの危険

基本
方針
策定

個別
施策
実施

予算
確保

来年度予算確定？

補正予算？

基本方針策定？

個別施策実施？どんどん前倒しで個別施策実施を求めていく

基本方針策定への当事者・支援者の関与を求めていく

予算項目として入れ込むよう求めていく

全国の市町村長のご理解
↓

保養プログラムや移動教室
の継続的な実施へ！
子ども同士の交流実現へ！
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